
◆採用予定年月日　平成23年４月１日
◆募集職種・募集人員・受験資格

募集職種 募集人員 試験区分 受験資格

一般事務 10人程度
大卒程度 ・昭和55年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人
高卒程度 ・平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

一般事務
（身体障害者対象）

１人程度 高卒程度

・身体障害者手帳の交付を受けている人
・自力により通勤ができ、かつ介護者なしに一般事務職としての
　職務遂行が可能な人
・活字印刷文による筆記試験に対応できる人
・昭和50年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

技術（土木）

３人程度

大卒程度 ・土木に関する課程を修了又は修了見込みの人
・昭和55年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人

高卒程度 ・土木に関する課程を修了又は修了見込みの人
・平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

技術（建築）
大卒程度 ・建築に関する課程を修了又は修了見込みの人

・昭和55年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人

高卒程度 ・建築に関する課程を修了又は修了見込みの人
・平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

技術（電気）
大卒程度 ・電気に関する課程を修了又は修了見込みの人

・昭和55年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人

高卒程度 ・電気に関する課程を修了又は修了見込みの人
・平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

4

※各職種とも地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当す
る人は受験できません。
※次の①②に該当する日本国籍を有しない人も受験できます。
①「出入国管理及び難民認定法」の規定による永住者
②「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
　出入国管理に関する特例法」の規定による特別永住者
◆第１次試験の方法
　一般事務（身体障害者対象を含む）…教養試験・作文試験・
　適性検査
　技術（土木、建築、電気）…教養試験・専門試験・作文試験・
　適性検査
◆第１次試験日・会場
　９月19日㈰　中央公民館又は本庄市役所
◆第２次試験の方法
　集団討論、個人面接（第１次試験合格者のみ）
◆受験案内・申込書等の配布
　行政管理課（市役所３階）で配布（土・日・祝日を除く）
◆申し込み手続き
　８月２日㈪から６日㈮まで（受付時間：午前８時30分〜午後
５時15分）に、所定の申込書等を市役所５階５０２会議室へ本
人が直接持参してください。（郵送不可）

埼玉県内市町村職員採用合同説明会
　　　　　　　　　　を開催します

　彩の国さいたま人づくり広域連合では、
分権時代を担う人材を確保することを目的
に「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」
を開催します。
　市町村ごとに設置するブースでは、市町
村の特色や職員の募集状況、勤務条件、仕
事の内容などについて、直接人事担当者か
ら話を聞くことができます。採用試験や面
接試験の場ではありません。入場無料、予
約不要、入退場自由ですのでお気軽にお立
ち寄りください。
※市では、合同説明会においてブースを設
置する予定です。
日時　７月27日㈫　午後１時〜６時
会場　さいたまスーパーアリーナ（ＪＲさ
　いたま新都心駅下車徒歩すぐ）
ホームページ
　http://www.hitozukuri.or.jp/navi/
＊お問い合わせは、彩の国さいたま人づく
　り広域連合自治人材開発センター（☎０４
　８－６６４－６６８１・蕭０４８－６６
　４－６６６７）へ

（詳しくは受験案内をご覧ください。）
★行政管理課☎�１１６０

平成22年度
本庄市職員採用試験のご案内
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さ
れ
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康
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い

る
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受
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る
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入
院
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り
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度
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用
し
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く
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委
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６
月
30
日
に
任
期
満
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と
な
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擁
護
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い
て
、
中
野

英
枝
氏
＝
久
々
宇
＝
が
再
任
さ
れ

ま
し
た
。

　市では、生活排水の浄化
対策を推進しています。
　大切な生活環境を守るた
め、浄化槽設置者は法律で
定められている検査を実施
して、適正な維持管理を行っ
てください。
①保守点検
　浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄
化槽の規模等により実施回数が定められてい
ますので、県の登録を受けた業者に依頼して
ください。
②清掃
　浄化槽内に溜

たま

った汚泥の引き抜きや、機器
類の洗浄です。年１回以上の実施が必要です
ので、市の許可を受けた業者に依頼してくだ
さい。
③法定検査
　新規設置後３〜５か月以内に実施する水質
検査と、年１回実施する定期検査があります。
※①・②の許可業者については、環境推進課
又は産業建設課へお問い合わせください。
※③については、指定検査機関（㈳埼玉県浄
化槽協会☎０４８―５３３―４７００）に依
頼してください。

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
よ
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と
す
る
人

は
、
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の
要
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で
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が
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き
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。
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助
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数
に
は
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ご
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談
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だ
さ
い
。
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